
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2021年12月23日提出

【発行者名】 フィデリティ投信株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　デレック・ヤング

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号

【事務連絡者氏名】 照沼　加奈子

【電話番号】 03－4560－6000

【届出の対象とした募集

（売出）内国投資信託受益

証券に係るファンドの名

称】

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド

（資産成長型）

【届出の対象とした募集

（売出）内国投資信託受益

証券の金額】

２兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

　本日、半期報告書を提出致しましたので、2021年６月25日付をもって提出した有価証券届出書（以

下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報につ

いて訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】

 

　　　　の部分は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
　

第１【ファンドの状況】
　

１【ファンドの性格】

　

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜訂正前＞

（略）

 

④　ファンドの特色

（略）

●ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびFILイン

ベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託し

ます。

（略）

＊　上場投資信託証券を含みます。

 

（略）

 

＜訂正後＞

（略）

 

④　ファンドの特色

（略）

●ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナル
（注）

およびFIL

インベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委

託します。

（略）

＊　上場投資信託証券を含みます。

（注）2022年１月31日付けで、ファンドにおける運用の指図に関する権限の委託先が、「FIL

インベストメンツ・インターナショナル」から「フィデリティ・インベストメンツ・カ

ナダ・ユーエルシー」へ変更になる予定です。なお、当該変更は、担当ポートフォリ

オ・マネージャーのカナダ拠点への異動によるもので、当該ファンドに係る運用方針や

運用スタイル等に変更ありません。

 

（略）

 

（３）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

①　ファンドの仕組み

（略）
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②　委託会社およびファンドの関係法人

（略）

 

(d）運用の委託先

名称 業務の内容

FILインベストメンツ・イン

ターナショナル（所在地：

英国）

委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、

ファンドの運用の指図を行ないます。

FILインベストメント・マネ

ジメント（香港）・リミ

テッド

（略）

※　運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。）

について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の

委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場
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合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるもので

はありません。

 

（略）

 

④　委託会社の概況（2021年４月末日現在）

（略）

 

 

＜訂正後＞

①　ファンドの仕組み

（略）

 

（注）2022年１月31日付けで、ファンドにおける運用の指図に関する権限の委託先が、「FILインベス

トメンツ・インターナショナル」から「フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエル
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シー」へ変更になる予定です。なお、当該変更は、担当ポートフォリオ・マネージャーのカナダ

拠点への異動によるもので、当該ファンドに係る運用方針や運用スタイル等に変更ありません。

 

②　委託会社およびファンドの関係法人

（略）

 

(d）運用の委託先

名称 業務の内容

FILインベストメンツ・イン

ターナショナル（所在地：

英国）
（注）

委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、

ファンドの運用の指図を行ないます。

FILインベストメント・マネ

ジメント（香港）・リミ

テッド

（略）

※　運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。）

について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の

委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場

合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるもので

はありません。

（注）2022年１月31日付けで、ファンドにおける運用の指図に関する権限の委託先が、

「FILインベストメンツ・インターナショナル」から「フィデリティ・インベストメ

ンツ・カナダ・ユーエルシー」へ変更になる予定です。なお、当該変更は、担当ポー

トフォリオ・マネージャーのカナダ拠点への異動によるもので、当該ファンドに係る

運用方針や運用スタイル等に変更ありません。

 

（略）

 

④　委託会社の概況（2021年10月末日現在）

（略）
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２【投資方針】

　

（１）【投資方針】

＜訂正前＞

（略）

 

②　運用方法

（略）

(b）投資態度

（略）

２．各投資信託証券への配分比率は、投資信託財産に対して概ね以下の比率を基本とし、

当該基本配分比率から大きく乖離しないように運用します。戦術的な資産配分は原則

として行ないません。ただし、運用環境の変化により、基本配分比率を変更する場合

があります。

投資信託証券 基本配分比率

フィデリティ・ファンズ－アジアン・ハイ・イールド・ファンド

（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
１／３

iシェアーズ・バークレイズUSDアジア・ハイ・イールド・ボンド・

インデックスETF（シンガポール籍外国証券投資信託）

（略）

（略）

 

＜訂正後＞

（略）

 

②　運用方法

（略）

(b）投資態度

（略）

２．各投資信託証券への配分比率は、投資信託財産に対して概ね以下の比率を基本とし、

当該基本配分比率から大きく乖離しないように運用します。戦術的な資産配分は原則

として行ないません。ただし、運用環境の変化により、基本配分比率を変更する場合

があります。

投資信託証券 基本配分比率

フィデリティ・ファンズ－アジアン・ハイ・イールド・ファンド

（ルクセンブルグ籍証券投資法人）
１／３

iシェアーズUSDアジア・ハイ・イールド・ボンド・インデックス

ETF（シンガポール籍外国証券投資信託）

（略）

（略）

 

（２）【投資対象】

＜訂正前＞

（略）

②　運用の指図範囲等
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(a）委託会社（委託会社から運用の委託を受けた者を含みます。）は、信託金を、主として

次の１．から４．に掲げる投資信託証券のほか、次の５．から15．に掲げる有価証券（金

融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除

きます。）に投資することを指図します。

（略）

２．iシェアーズ・バークレイズUSDアジア・ハイ・イールド・ボンド・インデックスETF

（シンガポール籍外国証券投資信託）

（略）

 

③　主たる投資対象ファンドの概要（2021年６月26日現在）

 

（略）

 

ファンド名 iシェアーズ・バークレイズUSDアジア・ハイ・イールド・ボンド・インデックス

ETF

（略）

投資目的 アジアのハイ・イールドの国債、社債で構成される指数（ブルームバーグ・バーク

レイズ・アジアUSDハイ・イールド・ディバーシファイド・クレジット指数）と同

等の投資成果を目指します。

（略）

 

（略）

 

＜訂正後＞

（略）

②　運用の指図範囲等

(a）委託会社（委託会社から運用の委託を受けた者を含みます。）は、信託金を、主として

次の１．から４．に掲げる投資信託証券のほか、次の５．から15．に掲げる有価証券（金

融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除

きます。）に投資することを指図します。

（略）

２．iシェアーズUSDアジア・ハイ・イールド・ボンド・インデックスETF（シンガポール籍

外国証券投資信託）

（略）

 

③　主たる投資対象ファンドの概要（2021年12月24日現在）

 

（略）

 

ファンド名 iシェアーズUSDアジア・ハイ・イールド・ボンド・インデックスETF

（略）

投資目的 アジアのハイ・イールドの国債、社債で構成される指数（ブルームバーグ・アジア

USDハイ・イールド・ディバーシファイド・クレジット指数）と同等の投資成果を

目指します。

（略）

 

（略）
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（３）【運用体制】

＜訂正前＞

ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびFILインベスト

メント・マネジメント（香港）・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

（略）

　ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年１回、内部統制

に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。

 

（略）

 

＜訂正後＞

ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナル
（注）

およびFILイン

ベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

（略）

　ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年１回、内部統制

に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。

（注）2022年１月31日付けで、ファンドにおける運用の指図に関する権限の委託先が、「FILイ

ンベストメンツ・インターナショナル」から「フィデリティ・インベストメンツ・カナ

ダ・ユーエルシー」へ変更になる予定です。なお、当該変更は、担当ポートフォリオ・マ

ネージャーのカナダ拠点への異動によるもので、当該ファンドに係る運用方針や運用スタ

イル等に変更ありません。

 

（略）

 

EDINET提出書類

フィデリティ投信株式会社(E12481)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 9/52



３【投資リスク】

 

＜訂正前＞

（略）
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＜訂正後＞

（略）
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４【手数料等及び税金】

　

（３）【信託報酬等】

＜訂正前＞

（略）

 

③　委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま

す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に

関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社よ

り販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁さ

れます。

　ファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託

会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。

　なお、投資対象ファンドにおいて、年率0.60％（税抜）程度の運用報酬等が別途課される

ため、ファンドにおいては、合計で年率1.48％（税込）程度の信託報酬等を実質的に支弁す

る予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2021年６月26日現在の投資対象ファンド

に基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。

 

（略）

 

＜訂正後＞

（略）

 

③　委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま

す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に

関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社よ

り販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁さ

れます。

　ファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託

会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。

　なお、投資対象ファンドにおいて、年率0.60％（税抜）程度の運用報酬等が別途課される

ため、ファンドにおいては、合計で年率1.48％（税込）程度の信託報酬等を実質的に支弁す

る予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2021年12月24日現在の投資対象ファンド

に基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。

 

（略）

 

（５）【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

（略）

※　上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2021年４月末日現在のものですので、税法

が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

（略）

 

＜訂正後＞

（略）

※　上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2021年10月末日現在のものですので、税法

が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
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（略）
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５【運用状況】

※　原届出書「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」につきましては、以下

の記載内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

 

（１）【投資状況】

 （2021年10月29日現在）
 

資産の種類 国・地域
時価合計

(円)

投資比率

(％)

投資信託受益証券 日本 51,150,500 34.12

投資証券 ルクセンブルグ 97,553,061 65.07

預金・その他の資産（負債控除後） － 1,211,592 0.81

合計（純資産総額）  149,915,153 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

（2021年10月29日現在）

順

位
銘柄名

通　貨

地　域
種　類 数　量

簿価単価(円)

簿価金額(円)

評価単価(円)

時価金額(円)

投資

比率

(％)

1

フィデリティ・ＵＳハ

イ・イールド・ファンド

（適格機関投資家専用）

日本・円

日本

投資信託

受益証券
66,411,972.00

0.7363

48,900,279

0.7702

51,150,500
34.12

2
FF-EUROPEAN HIGH YIELD

FUND CLASS A-ACC-EURO

ユーロ

ルクセンブルグ
投資証券 16,814.02

2,964.75

49,849,437

3,023.17

50,831,688
33.91

3
FF-ASIAN HIGH YIELD

FUND CLASS A-ACC-USD

アメリカ・ドル

ルクセンブルグ
投資証券 22,923.95

2,282.49

52,323,770

2,038.10

46,721,373
31.17

 

種類別投資比率

（2021年10月29日現在）
 

種　類 国内／外国
投資比率

(％)

投資信託受益証券 国内 34.12

投資証券 外国 65.07

合計（対純資産総額比） 99.19

 

②【投資不動産物件】

　該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

　該当事項はありません。
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（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

　2021年10月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推

移は次のとおりです。

 

期 年月日

純資産総額

(百万円)

(分配落)

純資産総額

(百万円)

(分配付)

１口当たり純資産額

(円)

(分配落)

１口当たり純資産額

(円)

(分配付)

１期 (2015年３月27日) 822 822 1.0977 1.0977

２期 (2016年３月28日) 547 547 1.0467 1.0467

３期 (2017年３月27日) 378 378 1.1351 1.1351

４期 (2018年３月27日) 342 342 1.1743 1.1743

５期 (2019年３月27日) 259 259 1.2194 1.2194

６期 (2020年３月27日) 161 161 1.0489 1.0489

７期 (2021年３月29日) 163 163 1.3562 1.3562

 2020年10月末日 165 － 1.2034 －

 2020年11月末日 168 － 1.2521 －

 2020年12月末日 164 － 1.2815 －

 2021年１月末日 163 － 1.2951 －

 2021年２月末日 166 － 1.3315 －

 2021年３月末日 164 － 1.3664 －

 2021年４月末日 153 － 1.3773 －

 2021年５月末日 155 － 1.3977 －

 2021年６月末日 156 － 1.4033 －

 2021年７月末日 152 － 1.3735 －

 2021年８月末日 152 － 1.3887 －

 2021年９月末日 150 － 1.3850 －

 2021年10月末日 149 － 1.3826 －
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②【分配の推移】

期 １口当たりの分配金(円)

第１期 0.0000

第２期 0.0000

第３期 0.0000

第４期 0.0000

第５期 0.0000

第６期 0.0000

第７期 0.0000

 

③【収益率の推移】

期 収益率(％)

第１期 9.8

第２期 △4.6

第３期 8.4

第４期 3.5

第５期 3.8

第６期 △14.0

第７期 29.3

第８期中

自　2021年３月30日　至　2021年９月29日
2.2

（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除し

た額を直前の計算期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小

数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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（４）【設定及び解約の実績】

　下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで

す。

 

期
設定数量
(口)

解約数量
(口)

発行済数量
(口)

第１期 1,125,382,451 376,162,133 749,220,318

第２期 165,508,565 391,752,743 522,976,140

第３期 74,527,843 263,971,309 333,532,674

第４期 151,644,390 193,851,412 291,325,652

第５期 16,210,111 94,427,756 213,108,007

第６期 8,711,819 67,590,515 154,229,311

第７期 5,447,975 39,463,505 120,213,781

第８期中

自　2021年３月30日

至　2021年９月29日

2,220,487 13,853,428 108,580,840

（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第３【ファンドの経理状況】
 

１【財務諸表】

※　原届出書「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　１　財務諸表」の末尾に、以下の

記載内容を追加いたします。

 

＜追加内容＞

 

　ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年

大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の３、第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関す

る規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

　ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第８期中間計算期間（2021年３月

30日から2021年９月29日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を

受けております。
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【フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（資産成長型）】

（１）【中間貸借対照表】

  （単位：円）

 第７期計算期間
2021年３月29日現在

第８期中間計算期間
2021年９月29日現在

資産の部   
流動資産   

預金 － 10,670

金銭信託 2,770,381 2,135,847

投資信託受益証券 54,472,624 50,360,198

投資証券 107,481,161 99,036,756

未収入金 1,687,494 －

その他未収収益 138,589 127,437

流動資産合計 166,550,249 151,670,908

資産合計 166,550,249 151,670,908

負債の部   
流動負債   

派生商品評価勘定 8,399 －

未払解約金 2,715,222 396,531

未払受託者報酬 17,300 16,200

未払委託者報酬 688,972 645,489

その他未払費用 82,995 77,749

流動負債合計 3,512,888 1,135,969

負債合計 3,512,888 1,135,969

純資産の部   
元本等   

元本 120,213,781 108,580,840

剰余金   
中間剰余金又は中間欠損金（△） 42,823,580 41,954,099

（分配準備積立金） 25,525,862 22,634,008

元本等合計 163,037,361 150,534,939

純資産合計 163,037,361 150,534,939

負債純資産合計 166,550,249 151,670,908
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】

  （単位：円）

 
第７期中間計算期間
自 2020年３月28日
至 2020年９月27日

第８期中間計算期間
自 2021年３月30日
至 2021年９月29日

営業収益   
受取配当金 2,084,848 2,192,814

受取利息 30 －

有価証券売買等損益 23,864,326 269,623

為替差損益 △196,850 1,452,021

その他収益 282,577 260,406

営業収益合計 26,034,931 4,174,864

営業費用   
受託者報酬 18,275 16,200

委託者報酬 728,425 645,489

その他費用 90,890 79,750

営業費用合計 837,590 741,439

営業利益又は営業損失（△） 25,197,341 3,433,425

経常利益又は経常損失（△） 25,197,341 3,433,425

中間純利益又は中間純損失（△） 25,197,341 3,433,425

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解

約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
2,453,166 252,609

期首剰余金又は期首欠損金（△） 7,548,265 42,823,580

剰余金増加額又は欠損金減少額 470,707 853,760

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
470,707 853,760

剰余金減少額又は欠損金増加額 848,845 4,904,057

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
848,845 4,904,057

分配金 － －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 29,914,302 41,954,099
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

（１）投資信託受益証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評

価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについて

は、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについて

は、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気

配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていな

いものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価して

おります。

 （２）投資証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評

価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最

終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取

引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

為替予約取引

為替予約の評価は、原則として、わが国における中間計算期間末日

の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。

３．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

外貨建取引等の処理基準

外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平

成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の

額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づ

き、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産

等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対

する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為

替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基

金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨

基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しており

ます。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

項　目
第７期計算期間

2021年３月29日現在

第８期中間計算期間

2021年９月29日現在

１．元本の推移   

期首元本額 154,229,311 円 120,213,781 円

期中追加設定元本額 5,447,975 円 2,220,487 円

期中一部解約元本額 39,463,505 円 13,853,428 円

２．受益権の総数 120,213,781 口 108,580,840 口

３．１口当たり純資産額 1.3562 円 1.3864 円
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（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第７期中間計算期間

自　2020年３月28日

至　2020年９月27日

第８期中間計算期間

自　2021年３月30日

至　2021年９月29日

信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部

を委託するために要する費用として、委託者報酬

の中から支弁している額

純資産総額に対して年率0.23％以内の額

信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部

を委託するために要する費用として、委託者報酬

の中から支弁している額

同左

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

１．中間貸借対照表計上額、時

価及びその差額

中間貸借対照表計上額は中間計算期末の時価で計上しているた

め、その差額はありません。

２．時価の算定方法 （１）有価証券

売買目的有価証券

重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準

及び評価方法」に記載しております。

（２）上記以外の金融商品

短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している

ため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３．金融商品の時価等に関する

事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格

がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。

当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているた

め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあ

ります。
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（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

種類

第７期計算期間

2021年３月29日 現在

第８期中間計算期間

2021年９月29日 現在

契約額等

（円）

 時価

（円）

評価損益

（円）

契約額等

（円）

 時価

（円）

評価損益

（円）う

ち

１

年

超

う

ち

１

年

超
市場取引以外の取引         
         
　為替予約取引         
         
　売建 1,263,358 － 1,271,757 △8,399 － － － －

         
　アメリカ・ドル 1,263,358 － 1,271,757 △8,399 － － － －

         
合計 1,263,358 － 1,271,757 △8,399 － － － －

 

（注１）時価の算定方法

１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され

ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。

（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており

ます。

① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先

物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した

レートにより評価しております。

② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表

されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。

２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し

ております。

 

（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

 

 

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】

 

【純資産額計算書】

※　原届出書「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　２　ファンドの現況　純資産額計

算書」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

 

 （2021年10月29日現在）
 

種　類 金　額 単　位

Ⅰ　資産総額 150,031,833 円

Ⅱ　負債総額 116,680 円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 149,915,153 円

Ⅳ　発行済数量 108,429,568 口

Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3826 円
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第三部【委託会社等の情報】
　

第１【委託会社等の概況】
　

１【委託会社等の概況】

 

＜訂正前＞

(1）資本金等（2021年４月末日現在）

（略）

 

＜訂正後＞

(1）資本金等（2021年10月末日現在）

（略）
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２【事業の内容及び営業の概況】

 

＜訂正前＞

（略）

　2021年４月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託160本、親投資

信託43本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,628,268,775,126円です。

 

＜訂正後＞

（略）

　2021年10月29日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託171本、親投資

信託43本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額4,054,406,845,878円です。
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３【委託会社等の経理状況】

※　原届出書「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　３　委託会社等の経理状況」に

つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19
年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

 
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第35期事業年度（2020
年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監
査を受けております。

 
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

 

当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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（１）【貸借対照表】

   （単位：千円）
 

  
第34期

（2020年３月31日）
第35期

（2021年３月31日）

    
資産の部    
流動資産    
現金及び預金  1,814,655 3,247,762
立替金  77,706 55,896
前払費用  23,391 33,253
未収委託者報酬  5,452,894 6,757,847
未収運用受託報酬  539,020 9,468,144
未収収益  94,632 7,227
未収入金 ＊１ 558,652 197,099
未収還付法人税等  42,699 －

流動資産計  8,603,652 19,767,230
固定資産    
無形固定資産    
電話加入権  7,487 7,487

無形固定資産合計  7,487 7,487
投資その他の資産    
長期貸付金 ＊１ 2,420,123 4,012,754
長期差入保証金  14,570 13,505
繰延税金資産  227,879 378,891
その他  230 230

投資その他の資産合計  2,662,803 4,405,381

固定資産計  2,670,290 4,412,868

資産合計  11,273,943 24,180,098

    
負債の部    
流動負債    
預り金  37 7
未払金 ＊１   
未払手数料  2,403,887 2,988,518
その他未払金  1,209,713 6,727,569

未払費用  518,188 349,227
未払法人税等  － 483,198
未払消費税等  344,568 1,276,957
賞与引当金  750,040 1,074,712
その他流動負債  355 355

流動負債合計  5,226,791 12,900,547
固定負債    
長期賞与引当金  316,834 210,912
退職給付引当金  1,906,773 1,942,812
関係会社引当金  370,080 －

固定負債合計  2,593,688 2,153,725

負債合計  7,820,479 15,054,272
純資産の部    
株主資本    
資本金  1,000,000 1,000,000
利益剰余金    
利益準備金  250,000 250,000
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金  2,203,463 7,875,826

利益剰余金合計  2,453,463 8,125,826

株主資本合計  3,453,463 9,125,826

純資産合計  3,453,463 9,125,826

負債・純資産合計  11,273,943 24,180,098
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（２）【損益計算書】

   （単位：千円）
 

  
第34期

（自　2019年４月１日
至　2020年３月31日）

第35期
（自　2020年４月１日
至　2021年３月31日）

    
営業収益    
委託者報酬  36,061,978 35,304,609
運用受託報酬  2,617,783 10,862,519
その他営業収益  207,255 113,747

営業収益計  38,887,017 46,280,877
営業費用 ＊１   
支払手数料  16,651,629 16,235,726
広告宣伝費  700,958 265,312
調査費    
調査費  393,179 515,713
委託調査費  6,973,949 9,748,114

営業雑経費    
通信費  31,784 30,346
印刷費  61,362 48,792
協会費  24,701 22,019
諸会費  282 －
その他  － 288

営業費用計  24,837,847 26,866,314
一般管理費    
給料    
給料・手当  2,507,196 2,533,226
賞与  2,193,019 2,260,530

福利厚生費  612,591 578,598
交際費  24,462 6,471
旅費交通費  154,257 15,854
租税公課  110,239 209,635
弁護士報酬  9,913 14,658
不動産賃貸料・共益費  610,202 559,825
退職給付費用  212,987 224,469
消耗器具備品費  8,261 3,121
事務委託費  4,925,533 4,604,958
諸経費  330,336 268,414

一般管理費計  11,698,999 11,279,765

営業利益  2,350,170 8,134,797
営業外収益    
受取利息 ＊１ 104,125 19,911
保険配当金  7,305 8,005
為替差益  － 9,074
雑益  3,555 2,461

営業外収益計  114,986 39,452
営業外費用    
為替差損  11,668 －

営業外費用計  11,668 －

経常利益  2,453,488 8,174,250
特別利益    
賞与引当金戻入益  797,838 －

特別利益計  797,838 －
特別損失    
特別退職金  29,218 37,362
事務過誤損失  16 24,478

特別損失計  29,235 61,841

税引前当期純利益  3,222,091 8,112,409
法人税、住民税及び事業税  240,866 2,591,057
法人税等調整額  861,516 (151,011)

法人税等合計  1,102,382 2,440,046

当期純利益  2,119,707 5,672,362
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（３）【株主資本等変動計算書】

第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：千円)

 株主資本

 
資本金

利益剰余金  
株主資本合計利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計繰越利益剰余金

当期首残高 1,000,000 100,000 20,233,755 20,333,755 21,333,755
当期変動額      
準備金の積立 － 150,000 (150,000) － －
剰余金の配当 － － (20,000,000) (20,000,000) (20,000,000)
当期純利益 － － 2,119,707 2,119,707 2,119,707

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) － － － － －

当期変動額合計 － 150,000 (18,030,293) (17,880,293) (17,880,293)
当期末残高 1,000,000 250,000 2,203,463 2,453,463 3,453,463

 
 評価・換算差額等  

純資産合計その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

当期首残高 － － 21,333,755
当期変動額    
準備金の積立 － － －
剰余金の配当 － － (20,000,000)
当期純利益 － － 2,119,707

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) － － －

当期変動額合計 － － (17,880,293)
当期末残高 － － 3,453,463

 
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：千円)

 株主資本

 
資本金

利益剰余金  
株主資本合計利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計繰越利益剰余金

当期首残高 1,000,000 250,000 2,203,463 2,453,463 3,453,463
当期変動額      
当期純利益 － － 5,672,362 5,672,362 5,672,362
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) － － － － －

当期変動額合計 － － 5,672,362 5,672,362 5,672,362
当期末残高 1,000,000 250,000 7,875,826 8,125,826 9,125,826

 
 評価・換算差額等  

純資産合計その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

当期首残高 － － 3,453,463
当期変動額    
当期純利益 － － 5,672,362

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) － － －

当期変動額合計 － － 5,672,362
当期末残高 － － 9,125,826
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重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法
により算定)を採用しております。

時価のないもの

総平均法による原価法を採用しております。

 
2.引当金の計上基準

(1)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生
していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法について
は、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を
定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しておりま
す。

(2)賞与引当金、長期賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

(3)関係会社引当金

親会社により負担された当社のインセンティブ・シェア・プランによる業績連動型特別賞与について、将来
親会社に対し支払いを行う可能性を勘案し、親会社との契約に基づき当期末において発生していると認めら
れる額を計上しております。

 
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(2)グループ通算制度への移行に係る税効果会計

「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
(実務対応報告第39号　2020年3月31日)第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正
前の税法の規定に基づいております。

（未適用の会計基準等）

1.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）

「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）

(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

 

2. 「時価の算定に関する会計基準」 （企業会計基準第30号 令和元年7月4日）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日）

「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年７月４日）

(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関する
ガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2)適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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表示方法の変更

1.貸借対照表
「未収運用受託報酬」の表示方法は、従来、貸借対照表上、「未収収益」（前事業年度633,653千円）に含めて表
示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとしました。この結果、前事業
年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収収益」に表示していた539,020千円は、「未収運用受託報酬」
539,020千円として組み替えております。

 
2.損益計算書

「運用受託報酬」の表示方法は、従来、損益計算書上、「営業収益」の「その他営業収益」（前事業年度
2,825,039千円）に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとし
ました。この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業収益」の「その他営業収益」に表示していた
2,617,783千円は、「運用受託報酬」2,617,783千円として組み替えております。
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注記事項
 
(貸借対照表関係)
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

 第34期
(2020年3月31日)

第35期
(2021年3月31日)

未収入金 481,355 千円 1,646 千円

その他未払金 909,606 千円 6,519,813 千円

長期貸付金 1,880,000 千円 3,680,000 千円

 
(損益計算書関係)
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 第34期
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)

第35期
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)

営業費用 9,335,190 千円 12,554,987 千円

受取利息 43,406 千円 4,830 千円
 
(株主資本等変動計算書関係)
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

 当事業年度期首
株式数

当事業年度増加
株式数

当事業年度減少
株式数

当事業年度末
株式数

発行済株式     
普通株式 20,000 株 － － 20,000 株

合計 20,000 株 － － 20,000 株

 
2.　配当に関する事項
①　 金銭による配当
該当事項はありません。
②　 金銭以外による配当
2019年11月29日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類　　　　　　　　 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格　　　　20,000,000 千円
(3) 1株当たりの配当額　　　　　　　1,000 千円
(4) 効力発生日　　　　　　　　 2019年11月29日

 
 
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

 当事業年度期首
株式数

当事業年度増加
株式数

当事業年度減少
株式数

当事業年度末
株式数

発行済株式     
普通株式 20,000 株 － － 20,000 株

合計 20,000 株 － － 20,000 株

 
2.　配当に関する事項
①　 金銭による配当
該当事項はありません。
②　 金銭以外による配当
該当事項はありません。

 
(リース取引関係）
該当事項はありません。

 
(金融商品関係）
1.　金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。

 

EDINET提出書類

フィデリティ投信株式会社(E12481)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

37/52



(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それら
の源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分
別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに
晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じ
た外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。

 
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産
の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
り、回収が不能となるリスクは僅少であります。

 
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
を管理しております。

 
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

 
2.　金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

 
第34期 (2020年3月31日)

 貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1) 現金及び預金 1,814,655 1,814,655 －
(2) 未収委託者報酬 5,452,894 5,452,894 －
(3) 未収運用受託報酬 539,020 539,020 －
(4) 未収収益 94,632 94,632 －
(5) 未収入金 558,652 558,652 －
(6) 長期貸付金 2,420,123 2,420,123 －

資産計 10,879,976 10,879,976 －
(1) 未払手数料 2,403,887 2,403,887 －
(2) その他未払金 1,209,713 1,209,713 －
(3) 未払費用 518,188 518,188 －
(4) 未払消費税等 344,568 344,568 －

負債計 4,476,356 4,476,356 －
 
第35期 (2021年3月31日)

 貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1) 現金及び預金 3,247,762 3,247,762 －
(2) 未収委託者報酬 6,757,847 6,757,847 －
(3) 未収運用受託報酬 9,468,144 9,468,144 －
(4) 未収収益 7,227 7,227 －
(5) 未収入金 197,099 197,099 －
(6) 長期貸付金 4,012,754 4,012,754 －

資産計 23,690,833 23,690,833 －
(1) 未払手数料 2,988,518 2,988,518 －
(2) その他未払金 6,727,569 6,727,569 －
(3) 未払費用 349,227 349,227 －
(4) 未払法人税等 483,198 483,198 －
(5) 未払消費税等 1,276,957 1,276,957 －

負債計 11,825,469 11,825,469 －
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(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
第34期 (2020年3月31日)

資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益、(5) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用、(4) 未払消費税等
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 
第35期 (2021年3月31日)

資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益、(5) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用、(4) 未払法人税等、(5) 未払消費税等
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 
(注) 2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期 (2020年3月31日)

 1年以内
（千円）

1年超5年以内
（千円）

5年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 1,814,655 － － －
未収委託者報酬 5,452,894 － － －
未収運用受託報酬 539,020 － － －
未収収益 94,632 － － －
未収入金 558,652 － － －

合計 8,459,855 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(2,420,123千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。

 
第35期 (2021年3月31日)

 1年以内
（千円）

1年超5年以内
（千円）

5年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 3,247,762 － － －
未収委託者報酬 6,757,847 － － －
未収運用受託報酬 9,468,144 － － －
未収収益 7,227 － － －
未収入金 197,099 － － －

合計 19,678,080 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(4,012,754千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。

 
(有価証券関係）
第34期 (2020年3月31日)
1.その他有価証券
該当事項はありません。

 
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。

 
 
第35期 (2021年3月31日)
1.その他有価証券
該当事項はありません。

 
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。

 
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
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(退職給付関係)
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。

 
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（千円）
退職給付債務の期首残高 4,704,708

勤務費用 168,372
利息費用 7,558
数理計算上の差異の発生額 △31,353
退職給付の支払額 △2,920,688
制度改定による変動額 －
為替変動による影響額 △11,362
その他 △16,455

退職給付債務の期末残高 1,900,779
 

(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）

非積立型制度の退職給付債務 1,900,779
未認識過去勤務費用 5,994
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,906,773

 
退職給付引当金

 
1,906,773

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,906,773

 
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

 
 

（千円）
勤務費用 168,372
利息費用 7,558
数理計算上の差異の費用処理額 △31,353
過去勤務債務の費用処理額 △1,874

確定給付型年金制度に係る退職給付費用 142,702

 
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

 

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.5％

 
3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は87,966千円であります。

 
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。

 
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（千円）
退職給付債務の期首残高 1,900,779

勤務費用 171,251
利息費用 10,280
数理計算上の差異の発生額 △29,517
退職給付の支払額 △114,101

退職給付債務の期末残高 1,938,692
 

(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）

非積立型制度の退職給付債務 1,938,692
未認識過去勤務費用 4,120
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,942,812

 
退職給付引当金

 
1,942,812

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,942,812
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

（千円）
勤務費用 153,392
利息費用 9,208
数理計算上の差異の費用処理額 △29,517
過去勤務債務の費用処理額 △1,874

確定給付型年金制度に係る退職給付費用 131,209
 

(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.8％

 
3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は93,260千円であります。
 
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。

 
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 第34期
(2020年3月31日)

第35期
(2021年3月31日)

 (千円) (千円)
繰延税金資産   
未払費用 140,844 116,119
賞与引当金 217,927 326,665
退職給付引当金 583,853 594,889
資産除去債務 2,685 2,685
その他 242,912 209,769

繰延税金資産小計 1,188,221 1,250,127
評価性引当額 △812,395 △690,287

繰延税金資産合計 375,826 559,840

 
繰延税金負債

  

未払金 147,947 180,949
繰延税金負債合計 147,947 180,949

   
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額 227,879 378,891

 
 
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳

 第34期
(2020年3月31日)

第35期
(2021年3月31日)

法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)   
交際費等永久に損金に算入されない項目 3.34% 0.94%
評価性引当額 △0.28% △1.51%
過年度法人税等 0.49% 0.00%
その他 0.04% 0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.21% 30.08%

 
(資産除去債務関係)

当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が
計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合
理的に見積り、直接減額しております。

 
(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
セグメント情報
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 及び第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
関連情報
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

 
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
 

3.主要な顧客ごとの情報  (単位:千円)

投資信託の名称 委託者報酬
関連する

セグメント名
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 8,974,384 資産運用業

フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 8,352,497 資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,276,573 資産運用業

 
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.サービスごとの情報    (単位:千円)

 投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への売上高 35,304,609 10,862,519 113,747 46,280,877

 
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 
3.主要な顧客ごとの情報
(1)委託者報酬  (単位:千円)

投資信託の名称 委託者報酬
関連する

セグメント名
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 7,613,617 資産運用業

フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 6,963,153 資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,887,035 資産運用業

 
(2)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
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関連当事者情報

第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社

種類
会社等の

名称

会社等の

所在地
資本金

事業の内

容

議決権等

の所有（

被所有）

割合

関連当事

者との関

係

取引の内容
取引金額

(注2)
科目

期末残高

(注2)

 
 
 
親会社

 
 
 

FIL

Limited

 
 
英 領 バ

ミ ュ ー

ダ、ペン

ブローク

市

千米ドル

 
 

6,981

 
 
 
投資顧問

業

 
 
 
被所有間

接100 ％

 
 
投資顧問

契約の再

委任等役

員の兼任

 
 
委託調査等報

酬 (注3)
 
共通発生経費

負担額 (注4)

千円

 
－

 
 

6,299,993

 
 

未収入金

 
 

未払金

千円

 
477,134

 
 

495,523

   千円    千円 千円

 
 
 
 
 
 
親会社

 
 
 
フィデリ

テ ィ ・

ジ ャ パ

ン・ホー

ルディン

グス株式

会社

 
 
 
 
 
東京都港

区

 
 
 
 
 
 

4,510,000

 
 
 
 
 
グループ

会社経営

管理

 
 
 
 
 
被所有直

接100 ％

 
 
 
 
当社事業

活動の管

理等役員

の兼任

貸付金の回収

(注1)

利息の受取

(注1)
 

共通発生経費

負担額 (注4)

 
連結法人税の

個別帰属額

 
19,970,000

 
43,406

 
 

406,439

 
 
 

－

 
長期貸付金

 
未収入金

 
 

未払金

 
 
 

未払金

 
1,880,000

 
4,221

 
 

81,434

 
 
 

66,142

       剰余金の配当 20,000,000 未払金 －

 
 
 
親会社

 
 
FIL Asia

Holdings

Pte

Limited

 
 
シンガ

ポール、

ブルバー

ド市

千米ドル

 
 

189,735

 
 
グループ

会社経営

管理

 
 
 
被所有間

接100％

 
 
 
営業取引

 
 
 
共通発生経費

負担額 (注4)

千円

 
 

2,628,757

 
 
 

未払金

千円

 
 

266,506

 
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

属性
会社等の

名称
所在地 資本金

事業の内

容

議決権等

の所有（

被所有）

割合

関連当事

者との関

係

取引の内容
取引金額

(注2)
科目

期末残高

(注2)

   千円    千円 千円

同一の親

会社をも

つ会社

フィデリ

ティ証券

株式会社

東京都港

区
10,007,500 証券業 なし

当社設定

投資信託

の募集・

販売

 
共通発生経費

負担額 (注4)

 
投資信託販売

に係る代行手

数料 (注5)

 
637,950

 
 
 

801,519

 
未払金

 
 
 

未払金

 
4,469

 
 
 

174,463

   千米ドル    千円 千円

同一の親

会社をも

つ会社

FIL

Investme

nt　

Manage

ment

(Hong

Kong)

Limited

香港、セ

ントラル

市

22,897
証券投資

顧問業
なし

当社事業

活動への

サービス

の提供

共通発生経費

負担額 (注4)
784,703 未払金 108,258
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取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。

(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一

定の比率により負担しております。

(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。

 
2.親会社に関する注記

·FIL Limited（非上場）

·FIL Asia Holdings Pte Limited（非上場）

·FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited（非上場）

·フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）

 
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社

種類
会社等の

名称

会社等の

所在地
資本金

事業の内

容

議決権等

の所有（

被所有）

割合

関連当事

者との関

係

取引の内容
取引金額

(注2)
科目

期末残高

(注2)

 
 
 
親会社

 
 
 

FIL

Limited

 
 
英 領 バ

ミ ュ ー

ダ、ペン

ブローク

市

千米ドル

 
 

6,981

 
 
 
投資顧問

業

 
 
 
被所有間

接100 ％

 
 
投資顧問

契約の再

委任等役

員の兼任

 
 
 
共通発生経費

負担額 (注3)

千円

 
 

9,231,998

 

 
 
 

未払金

 

千円

 
 

4,108,489

 

   千円    千円 千円

 
 
 
 
 
親会社

 
 
フィデリ

テ ィ ・

ジ ャ パ

ン・ホー

ルディン

グス株式

会社

 
 
 
 
東京都港

区

 
 
 
 
 

4,510,000

 
 
 
 
グループ

会社経営

管理

 
 
 
 
被所有直

接100 ％

 
 
 
当社事業

活動の管

理等役員

の兼任

金銭の貸付

(注1)

利息の受取

(注1)
 

共通発生経費

負担額 (注3)

 
連結法人税の

個別帰属額

 
1,800,000

 
4,830

 
 

365,300

 
 
 

－

 
長期貸付金

 
未収入金

 
 

未払金

 
 
 

未払金

 
3,680,000

 
1,646

 
 

77,826

 
 
 

2,090,219

 
 
 
親会社

 
 
FIL Asia

Holdings

Pte

Limited

 
 
シンガ

ポール、

ブルバー

ド市

千米ドル

 
 

189,735

 
 
グループ

会社経営

管理

 
 
 
被所有間

接100％

 
 
 
営業取引

 
 
 
共通発生経費

負担額 (注3)

千円

 
 

2,957,688

 
 
 

未払金

千円

 
 

243,277
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(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

属性
会社等の

名称
所在地 資本金

事業の内

容

議決権等

の所有（

被所有）

割合

関連当事

者との関

係

取引の内容
取引金額

(注2)
科目

期末残高

(注2)

   千円    千円 千円

同一の親

会社をも

つ会社

フィデリ

ティ証券

株式会社

東京都港

区
10,857,500 証券業 なし

当社設定

投資信託

の募集・

販売

 
共通発生経費

負担額 (注3)

 
投資信託販売

に係る代行手

数料 (注4)

 
496,200

 
 
 

754,160

 
未収入金

 
 
 

未払金

 
31,831

 
 
 

148,905

   千米ドル    千円 千円

同一の親

会社をも

つ会社

FIL

Investme

nt　

Manage

ment

(Hong

Kong)

Limited

香港、セ

ントラル

市

22,897
証券投資

顧問業
なし

当社事業

活動への

サービス

の提供

共通発生経費

負担額 (注3)
408,673 未払金 17,954

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(注3) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一

定の比率により負担しております。

(注4) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。

 
2.親会社に関する注記

·FIL Limited（非上場）

·FIL Asia Holdings Pte Limited（非上場）

·FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited（非上場）

·フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）

 
(1株当たり情報)   
 第34期

(自 2019年4月1日

至 2020年3月31日)

第35期

(自 2020年4月1日

至 2021年3月31日)

１株当たり純資産額 172,673円19銭 456,291円33銭

１株当たり当期純利益 105,985円40銭 283,618円14銭

(注1)1. なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
項目

第34期

(自 2019年4月1日

至 2020年3月31日)

第35期

(自 2020年4月1日

至 2021年3月31日)

当期純利益(千円) 2,119,707 5,672,362

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益(千円) 2,119,707 5,672,362

期中平均株式数 20,000株 20,000株

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
 

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

※　原届出書「第三部　委託会社等の情報　第２　その他の関係法人の概況　１　名称、資本金の額及

び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

 

ファンドの運営に

おける役割
名称

資本金の額

（2021年３月末日現在）
事業の内容

受託会社

野村信託銀行株式会社 50,000百万円

銀行法に基づき銀行業

を営むとともに、金融

機関の信託業務の兼営

等に関する法律（兼営

法）に基づき信託業務

を営んでいます。

販売会社 フィデリティ証券株式

会社
10,857百万円

金融商品取引法に定め

る第一種金融商品取引

業を営んでいます。
 株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円

 楽天証券株式会社 7,495百万円
 

 
auカブコム証券株式会

社
7,196百万円

 

 八十二証券株式会社
※ 3,000百万円

 

 
西日本シティＴＴ証券

株式会社
3,000百万円

 

 松井証券株式会社 11,945百万円  

 株式会社福岡銀行 82,329百万円 銀行法に基づき銀行業

を営んでいます。
 株式会社十八親和銀行 36,878百万円

 株式会社熊本銀行 10,000百万円  

 株式会社きらぼし銀行
※ 43,700百万円  

 株式会社常陽銀行 85,113百万円  

運用の委託先

FILインベストメンツ・

インターナショナル

（注）

225,365英ポンド

（約31百万円
＊
）

＊１英ポンド139.82円で

換算

（2020年12月末日現在）

主として英国および

ヨーロッパにおいて投

資信託の販売および投

資信託会社に対する投

資運用業務を営んでい

ます。
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FILインベストメント・

マネジメント（香

港）・リミテッド
 

 
178,000,000香港ドル

（約2,376百万円
＊
）

＊１香港ドル13.35円で換算

（2020年12月末日現在）
 

主として香港において

ファンドの運用、調

査、販売業務を営んで

います。

※　新規募集は行なっておりません。

（注）2022年１月31日付けで、ファンドにおける運用の指図に関する権限の委託先が、「FILインベス

トメンツ・インターナショナル」から「フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエル

シー」へ変更になる予定です。なお、当該変更は、担当ポートフォリオ・マネージャーのカナダ

拠点への異動によるもので、当該ファンドに係る運用方針や運用スタイル等に変更ありません。
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２【関係業務の概要】

 

＜訂正前＞

（略）

 

(3）運用の委託先：

名称 業務の内容

FILインベストメンツ・イン

ターナショナル（所在地：

英国）

委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、

ファンドの運用の指図を行ないます。

FILインベストメント・マネ

ジメント（香港）・リミ

テッド

 

＜訂正後＞

（略）

 

(3）運用の委託先：

名称 業務の内容

FILインベストメンツ・イン

ターナショナル（所在地：

英国）
（注）

委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、

ファンドの運用の指図を行ないます。

FILインベストメント・マネ

ジメント（香港）・リミ

テッド

（注）2022年１月31日付けで、ファンドにおける運用の指図に関する権限の委託先が、「FIL

インベストメンツ・インターナショナル」から「フィデリティ・インベストメンツ・カ

ナダ・ユーエルシー」へ変更になる予定です。なお、当該変更は、担当ポートフォリ

オ・マネージャーのカナダ拠点への異動によるもので、当該ファンドに係る運用方針や

運用スタイル等に変更ありません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

2021年11月22日

 

フ ィ デ リ テ ィ 投 信 株 式 会 社
 

取 締 役 会 　御 中

 

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

東 京 事 務 所
 

指定有限責任社員
 
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 山 田 信 之 印

 

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

況」に掲げられているフィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（資産成長型）の2021年3月30

日から2021年9月29日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金

計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（資産成長型）の2021年9月29日現

在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年3月30日から2021年9月29日まで）の損

益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ

た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及び

ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、

中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財

務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい

て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に

関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書

において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ

り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理

的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ

る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続

は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸

表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の

監査手続が選択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作

成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性

が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監

査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務

諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、

並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す

る。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事

項について報告を行う。

 

利害関係

フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定

により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）1．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。

　　　2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

 
次へ
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

2021年６月10日

 
フィデリティ投信株式会社

取　締　役　会　御　中

 
ＰｗＣあらた有限責任監査法人

 
東京事務所
 

 指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士　大畑　茂

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に

掲げられているフィデリティ投信株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ

ティ投信株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠

を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を

含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　 上

 

 
（注）１.　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
 

２.　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

フィデリティ投信株式会社(E12481)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

52/52


	表紙
	本文
	１有価証券届出書の訂正届出書の提出理由
	２訂正の内容
	第二部ファンド情報
	第１ファンドの状況


	１ファンドの性格
	（１）ファンドの目的及び基本的性格
	（３）ファンドの仕組み

	２投資方針
	（１）投資方針
	（２）投資対象
	（３）運用体制

	３投資リスク
	４手数料等及び税金
	（３）信託報酬等
	（５）課税上の取扱い

	５運用状況
	（１）投資状況
	（２）投資資産
	①投資有価証券の主要銘柄
	②投資不動産物件
	③その他投資資産の主要なもの

	（３）運用実績
	①純資産の推移
	②分配の推移
	③収益率の推移

	（４）設定及び解約の実績
	第３ファンドの経理状況


	１財務諸表
	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（資産成長型）
	（１）中間貸借対照表
	（２）中間損益及び剰余金計算書
	（３）中間注記表


	２ファンドの現況
	純資産額計算書
	第三部委託会社等の情報
	第１委託会社等の概況



	１委託会社等の概況
	２事業の内容及び営業の概況
	３委託会社等の経理状況
	（１）貸借対照表
	（２）損益計算書
	（３）株主資本等変動計算書
	第２その他の関係法人の概況


	１名称、資本金の額及び事業の内容
	２関係業務の概要
	監査報告書

